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司法行政文書開示通知書

平成31年3月25日付け（同月28日受付，高松高裁総第389号）で申出の

ありました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたの

で通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

平成31年2月12日付け当庁事務局長書簡（片面で2枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には，公にすると，警備事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

のある情報が記載されており， この情報は，行政機関情報公開法第5条第6

号に定める不開示情報に相当することから， この情報が記載されている部分

を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

'

(担当）総務課電話087 (851) 1561



＝

平成31年2月12日

香川県弁護士会会長殿

高松高等裁判所事務局長松阿彌 隆

拝啓時下ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。

さて，裁判所利用者等の安全確保を図り， .安心して利用できる裁判所を実現す

るため， 4月1日から，高松高等・地方裁判所庁舎への出入口を西側正面玄関に

限定し，同玄関において，外注警備員による入庁者に対する所持品検査を実施す

ることを予定しています。

関係各位には御負担をお掛けいたしますが，御協力をお願い申し上げまず。

0

敬具

0



．
胃

岡目
自転車置場

【北玄関】．．常時施錠

門扉
→

▼
一
一
、
一
一
▲

Ｉ

一一一一一

l
j

l
ノ

’
一一一蚕一J

高松高地裁庁舎

一
一
一

’【東玄関】･ゞ･常時施錠

門扉
一 →

l■■■■■

←

錠 ’

、
※矢印が来庁者動線

玄関A階段
側
下
南
廊

北側廊下

EV EV

.●j6pl
*●
●

･袋0.°，
．"?･軋盈

膣
雫
一
一
↑

凸

面
ｂ
■

《
０
↑
●
０
●
り
り
匹
凸

凸
●●
９
口
ロ

●
●
ｐ
■

寺
４
℃
●
９
●
０
９
Ｑ
▲

ウ
●
Ｐ
幻
●
●
心
●

１
旬
Ｏ
ｒ
９
０
▲
０
６
．

辛
◆
日
や
９
，
自

一
●
。
Ｕ
咋
口

口
今
△
の

驍
燕
’
零
匹●

①
■
凸
凸

●
今

Ｃ
Ｄ
Ｃ
。
●
■

Ｕ
６
ｑ
■

①
、
ｂ

室
Ｐ
今
。
■
凸

●
』
●
●

◆
●
今

●
由

●

》
①
●

官
。
凸
●
Ｇ
旬

９

Ｑ

成

Ｏ

Ｇ
ユ

ヶ
ゥ
●
？
Ｄ
巳

雲
匂
い
●
●
ｃ
、
参
４
－
４

雲
へ
恥
》
“
釦
、
命
●
．

●
●
①

『
《
Ｑ
９
４
分
◆
ロ
。
■

○

蓉
溌
。
‐
・
獣

邨
ｑ
‐
■
Ｄ
０
ｑ
Ｏ

●

●

『
『
押
申
↑
‐
・
・
巻

●
今
９
ｐ

●
●
▼
。
ｃ
一

転
ロ
心

“
歴
命
些

▲巳

４

訂
ワ
弾
．
▽

句
。
●
。

●
◇
■

今
■
●

写
、
◆

。

戒

６

▽

‐

や

・

己
●
ｑ
令
心
”
白

い
心
▲
ｂ
凸

守
■
吾
凸

０
名
。
旬

ｂ
◆ 0

?

｡

◆

わ
●

Ｏ
申

↓
』
Ｑ

ｐ
Ｏ
■

守ｅ
ｇ
ｈ

;ﾛ

且ヘ
▲ ● 咋

●
。
●
●
０
◆
先
ｑ
０
ｏ
ｆ
Ｆ

・
少
じ
ゃ
Ｇ
１
ｏ
殆
口
寺
。
鐸

・
・
坐
。
。
．
熟
ぷ
ざ

傘
、
妬
守
却
恥
弗
０
吟
婚

凸
ｇ
Ｃ
■
今
守
。
●
●
」
●

，
。
◆
ｌ
◆
↓
●
４
●
●

燕
瀧
聯
鈴

●
Ｑ
▲
▼
●
⑪
●
Ｐ
Ｏ

Ｐ
◆
Ｕ
Ｏ
６
ｒ
◆
◆
卜
？
●

一
》
奉
誇
》
一
品
》
路
一

難
蕊
識
韓

岬
溌
海
韓
郷

０
●
ｐ
■
●
ゆ
◆
ｐ

●
●
●
●
・
日
Ｕ
●
●
●

。
“
●
■
■
ｇ
‘
。
■

霧 一一

･･･ ：0:‘ ：6?｡¥49
●

◆ ● ｡
●仁◆ ● △毎

口● 古9画P Q
▼ 旬

ｂ
ｒ
ｐ
ｌ

●
■

●
。
》■

今

◆
申

I

コインロッカー

口才● 各◆ ■ ▼ ｡
← ● F

p ひ ら ◆●■

■b ■
凸 4 ◆
■bゆ 甲b

■p PPす｡▽GE
■＝仏 aI ■

. --mhl■■ ‐E、

の
け
守
。

Ｄ
『
い
つ
埠

９
０
０
宙

７

“

ｇ
Ｄ

ｃ
合
一

●

ｂ
む
も
“
◆

言
０


